
Ａ－１０ 空き家管理等情報提供事業 

事業主体 公益財団法人 鹿児島県住宅・建築総合センター 

対象地域 鹿児島県 

事業概要 

・ 鹿児島県全域を対象とした空き家管理等の相談体制を、住宅・建築総合センター、県

及び市町村、宅地建物取引業協会、解体工事業団体、建物管理団体等と連携して整

備。 

・ 広域相談窓口 2 箇所（県及び住宅・建築総合センター）、一次相談窓口 33 箇所（市

町）、専門相談窓口 18 箇所（各業界団体事務所）を設置し、全県の相談に対応。 

相談体制件数の目標 
空き家所有者本人及び 

その家族等からの相談件数 

空き家利用希望者 

からの相談件数 
合計 

平成 25年度の実績 ５９件 ０件 ５９件 

本事業期間内の成果 

（H27 年 2 月 27 日時点） 
８８８件 ４５１件 １，３３９件 

 

１．事業の背景と目的 

本県は、平成 25年住宅・土地統計調査によると、空き家率が全国でも高く（17.04%：全国第 8位）、

とりわけ利活用の見込みが少ないとされる「その他の住宅」の割合が全国で最も高い（11.05%）状況

にあり、空き家の適正管理を推進するための相談窓口の整備が喫緊の課題となっています。 

このような中、平成 25 年度に「空き家管理等基盤強化推進事業」により、県下 25 市町村を空き家

相談に関する一次相談窓口、17の関係団体を同専門相談窓口として位置付け、空き家相談に関するネ

ットワーク体制を構築しました。 

平成 26年度の「空き家管理等基盤強化推進事業」においては、このネットワークを活用した相談事

業を開始するとともに、相談体制の拡充を図るための関係機関等の掘り起こしや相談事例の収集に取

り組むこととしました。 

 

２．事業の内容 

（１） 事業の概要 

１）相談業務に必要となる基礎情報調査 

① 空き家に関する求められる支援や相談事例等の情報収集 

空き家の適正管理の必要性を周知するため、効果促進事業として実施した「空き家セミナ

ー」の来場者（空き家の所有者等）や「一次相談窓口」及び「専門相談窓口」へのアンケー

ト・ヒアリング調査により、求められる支援や相談事例等の情報を収集しました。 

② 空き家管理の担い手となり得る団体（事業者）へ取組みの働きかけ 

平成 25年度に「一次相談窓口」と「専門相談窓口」が連携したネットワーク体制を整備し、

空き家相談にあたってきましたが、空き家管理（定期点検、見回り等）の担い手が不足して

いる状況にありました。 

このため、関係団体等へ空き家管理サービス提供事業の創設について協議・働きかけを行

い、ＮＰＯ法人において空き家管理サービスの提供が開始されました。 
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２）相談員の研修・育成 

① 一次相談窓口（市町村相談窓口）担当者向け研修会の開催 

「一次相談窓口」の担当者の知識向上等を目的

に、平成 25 年度の本事業により作成した「空き

家相談ガイドブック」を用い、「専門相談窓口」

に関する情報や相談事例、相談窓口の一本化及び

市町村内での取次ぎ（案内）ルールなどの構築（明

確化）について周知を図りました。 

 

 

 

 

３）空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

① 空き家相談事例集の作成 

平成 25年度事業で作成した「空き家相談ガ

イドブック」を相談窓口へ配布するとともに、

相談事例を（公財）鹿児島県住宅・建築総合セ

ンターのホームページに掲載しました。 

また、今年度の「空き家セミナー」と相談窓

口で得られた相談事例を「空き家相談ガイドブ

ック（改訂版）」として取りまとめました。 

 

４）相談事業の実施 

① 空き家相談ネットワークによる相談対応 

「広域相談窓口」を県及び（公財）鹿児島県住宅・建築総合センターに設け、「一次相談窓

口」の未設置市町村における相談や複合的な相談に対応しました。 

「一次相談窓口」担当者研修会を受け、「一次相談窓口」と「専門相談窓口」が連携した相

談対応を開始しました。 

② 相談会の実施 

 「空き家セミナー」において、維持管理・法律・相続・税・土地家屋等の専門家による相

談会を開催しました。（相談件数：延べ 53件（3日間）） 

③ 窓口の周知 

 平成 25 年度の本事業により作成した「県民向

け周知用リーフレット」を市町村窓口や住生活月

間イベント等を通じて配布するともに、新聞等へ

の掲載により周知を図りました。 

 また、相談窓口が増えたことなどから、「県民

向け周知用リーフレット」の改訂版の作成も行い

ました。 

 

写真 1：一次相談窓口担当者向け研修会 

 

図 1：空き家相談ガイドブック（改訂版） 

図 2：周知用リーフレット（改訂版） 
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５）空き家等の所有者以外も対象とした空き家等の適正管理等の一般化・普及・啓発 

① 空き家セミナーの開催 

 空き家の適正管理の必要性を周知するため、維

持管理・法律・相続・税・土地家屋等の専門家が

相談にあたる相談会や適正管理に関する情報発

信（専門相談窓口設置団体の活動内容紹介や専門

家等による講演会など）で構成される「空き家セ

ミナー」を鹿児島市（県都）及び霧島市（地方都

市）で開催しました。 

  

 

 

（２） 事業の手順 

 交付決定（平成 26 年 6 月 2 日）から事業終了までの間の事業の内容と手順を、以下のように進

めました。 

対象事業 細項目 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

空き家に関する求められる支援や相談
事例等の情報収集

アンケート作成・窓口アンケート

空き家管理の担い手となり得る団体
（事業者）へ取組みの働きかけ

② 相談員の研修・育成
市町村空き家相談窓口（一次相談窓
口）担当者向け研修会の開催

準備 開催周知 　研修会●

③ 空き家等の所有者へ
の情報提供に資する資
料等の作成

空き家相談事例集の作成

空き家相談ネットワークによる相談対
応　【広域相談窓口（総合相談窓口）】

空き家相談ネットワークによる相談対
応　【市町村一次相談窓口】

⑤ 空き家等の所有者以
外も対象とした空き家
等の適正管理等の一般
化・普及・啓発

空き家セミナーの開催 　　　● ●

④ 相談事務の実施

① 相談業務に必要とな
る基礎情報調査 空き家管理の担い手となり得る団体（事業者）の情報収集・働きかけ

事例集作成

空き家セミナー事例収集 事例収集・整理

 

 

 

（３） 事業内容 

１）相談業務に必要となる基礎情報調査 

① 空き家に関する求められる支援や相談事例等の情報収集 

空き家の適正管理の必要性を周知するため、効果促進事業として実施した「空き家セミナ

ー」の来場者（空き家の所有者等）や「一次相談窓口」及び「専門相談窓口」へのアンケー

ト・ヒアリング調査により、求められる支援や相談事例等の情報を収集しました。 

 

ア 「空き家セミナー」来場者アンケート 

 調査概要 

「空き家セミナー」の来場者（空き家の所有者等）を対象に空き家の所有状況、管理状

況、適正管理のために求める支援等について把握するためのアンケートを行いました。 

写真 2：空き家セミナー 

 

図 3：事業の手順 
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 調査期間 

平成 26年 10月 25日（土）～26日（日）、平成 26 年 11月 30日(日) 

 調査対象 

「空き家セミナー」来場者（アンケート協力者：77名（うち、空き家所有者（33名）） 

 調査方法 

係員による配布・回収 

 集計結果 

I 空き家の管理状況と今後の意向 

従前の住宅が空き家になっている理由として、「先祖代々の家なので、売却など処

分するわけにはいかなかったため」が 21.2%と最も多く、次いで「将来、親族（子

どもなど）が居住する予定があるため」（15.2%）が多くなっています。 

 表 1：従前住宅が空き家となっている理由［複数回答］ （N=33） 

項 目 回答数 割合 

将来、親族（子どもなど）が居住する予定があるため 5 15.2％ 
定期的（盆・正月など）に帰るため 3 9.1％ 
家財道具があり、その保管場所が他にないため 4 12.1％ 
先祖代々の家なので、売却など処分するわけにはいかな
かったため 

7 21.2％ 

近くに墓があるため、売却など処分するわけにいかなか
ったため 

1 3.0％ 

売却を考えたが、買い手が付かなかったため 1 3.0％ 
賃貸を考えたが、借り手が付かなかったため 1 3.0％ 
その他 11 33.3％ 

 

図 4：「空き家セミナー」来場者アンケート（調査票） 
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空き家所有者のうち 90.6%に管理者がおり、管理者の 70.0%は「自分で管理」して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 空き家の適正管理に求める支援 

空き家の適正管理に求める支援と

して、「解体費用に対する補助」が

26.3%と最も多く、次いで「公的な相

談窓口の設置」（25.6%）、「売却また

は賃貸を仲介する公的機関」（24.1%）

が望まれています。 

 

 

 

 

イ 「一次相談窓口」及び「専門相談窓口」からの意見徴収（ヒアリング） 

 調査概要 

今後、空き家相談への対応を行っていく中で、必要な支援等について把握するための意

見徴収（ヒアリング）を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2：空き家の適正管理に求める支援 

［複数回答］ （N=133） 

項 目 回答数 割合 

公的な相談窓口の設置 34 25.6％ 

維持管理に関する情報発信 28 21.1％ 

売却または賃貸を仲介す

る公的機関 
32 24.1％ 

解体費用に対する補助 35 26.3％ 

その他 4 3.0％ 

表 3：空き家対策に係る意見等 

意 見 等 

・ 国の補助事業を上手く活用するための情報がほしい。（一次相談窓口） 

・ 「空き家相談ガイドブック」を相談対応に積極的に活用している。（一次相談窓

口） 

・ 関係部局と連携した既存の対策会議等はないが、必要に応じて関係課と協議会を

開催している。（一次相談窓口） 

・ 相談窓口の一本化の必要性は感じているが、職員数の削減等により、体制整備が

進んでいない状況である。（一次相談窓口） 

・ NPOとの協働により、相談会や講演会を実施した。（専門相談窓口） 

・ 情報共有方法の事例提供が必要と考えている。（専門相談窓口） 

いる

（90.6%）

いない

（9.4%）

70.0%

26.7%

0.0%

0.0%

3.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

自分で管理している

親族（子どもなど）

友人

不動産事業者

不動産事業者以外の

空き家管理業者

その他

図 5：管理者の有無 

 

図 6：管理者の属性 
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② 県内市町村における空き家関連施策の調査 

県内市町村へアンケートを行い、空き家対策に関する施策の情報を収集し、空き家セミナ

ー時に展示するパネルを作成しました。 

 

 図 7：県内市町村の空き家対策の取り組み状況 
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③ 空き家管理の担い手となり得る団体（事業者）へ取組みの働きかけ 

空き家管理（定期点検、見回り等）の担い手が不足している状況にあったため、関係団体

等へ空き家管理サービス提供事業の創設について協議・働きかけを行い、空き家の管理・活

用に関する専門相談窓口にもなっているＮＰＯ法人において空き家管理サービスの提供が開

始されました。 

また、一部地域ではシルバー人材センターによる地域密着型の空き家管理サービス開始に

向けた準備が進められています（平成 27年度中に開始予定）。 

さらに、昨今の空き家問題のクローズアップを受けてか、自発的に民間事業者（不動産事

業者）においても空き家管理サービスの提供が開始されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）相談員の研修・育成 

① 一次相談窓口（市町村相談窓口）担当者向け研修会の開催 

「一次相談窓口」の担当者等（「一次相

談窓口」未設置の市町村を含む県下全市

町村が対象：32市町村が参加）の知識向

上を目的に、平成 25年度の本事業により

作成した「空き家相談ガイドブック」を

用い、「専門相談窓口」に関する情報や相

談事例、相談窓口の一本化及び市町村内

での取次ぎ（案内）ルールなどの構築（明

確化）について周知を図りました。 

また、当日は空き家問題に詳しい弁護

士を講師に招き、空き家対策に係る法手

続き・考え方の整理や相談事例に基づく

対応や提案の方法について研鑽を図りま

した。 

なお、質疑応答では、事前に質問シー

トを配布・回収することで、的確な回答

を行うなどの対応をしました。 

 

表 4：ＮＰＯ法人による空き家管理サービスの概要 

意 見 等 

管 理 対 象 
（管理業務Ａ）敷地及び建物外部の目視管理 

（管理業務Ｂ）建物内部の管理（通風・換気） 

管 理 費 用 
1回あたり 6,000円※（鹿児島市から 20km以遠は旅費別途） 

※管理業務Ａ・Ｂセットの場合は、11,000円 

管 理 回 数 ・年 1回 ・年 2回 ・年 3回 ・年 4回 からの選択制 

委託契約書 有り 

チェックシート 有り 

管理報告書 あり 

 

図 8：空き家相談窓口担当者向け研修会 会次第 

7 

 



表 5：一次相談窓口担当者向け研修会で出された質問と回答 

№ 質問内容 回答内容 
1 建物が倒壊し、物が落下するなどし

て近隣の家屋や通行人などに被害を
及ぼした場合、その建物の所有者等は
損害賠償など管理責任を問われるこ
ともありますとよく言われるが、一般
的な例でどれくらいの損害賠償責任
が問われるのか、判例等があればご教
示いただきたい。 

 事例等は見あたらなかったが、交通
事故に倣って考えると、死亡で 2～
3,000万円くらい。ガラス破損だと、実
費の 2～3万円くらいか。 
 相手が商店等で、営業損害を請求さ
れると、額が大きくなる。 

2 今年度、空き家情報を収集し今後使
用可能かどうかを調査する予定。併せ
て、空き家を活用するに当たり所有者
等との協議も計画している。 

他市町村の事例など、所有者等との
協議においての注意事項または確認
必要事項等のまとめた資料があった
らご教示いただきたい。 

 今年度、市町村の空き家関連施策の
事例集の作成を予定している。 

3 民間団体では空き家の現地調査に限
界がある。（敷地への立入等） 

これを可能にするための方策（例え
ば、市町村から立入調査許可の交付な
ど）があれば、ご教示いただきたい。 

現制度では困難。 
警察権力ですら、立入は大きく制約

されている。（それほど財産権は強い。） 

4 空き家の適正管理を推進するために
は、成年後見人制度を活用することも
選択肢の一つだと考えられる。 
空き家相談の窓口団体（またはその

関係者）が成年後見人となることがで
きるのか、また、そのための手続き等
についてご教示いただきたい。 

 制度上、法人でも成年後見人になれ
る。（一般的には親族・弁護士・社会福
祉法人等） 
 ただ、そもそもの成年後見人制度の
趣旨は認知症患者等の利益の確保にあ
り、対象者の一生に責任を負えるかが
ポイント（空き家のために．．．という
のは趣旨が違う） 
  

5 「立地条件が悪く、土地や家屋を処
分（売却等）したくても買い手も見つ
からず、手に余っている。管理や固定
資産税も大変なので、市に寄贈した
い。」というような相談が数件あった。 
本市では管理費の関係等から寄贈は

受けておらず、結果として放置されて
しまうことになっているようだが、こ
のようなケースの良い対処法や例をご
教示いただきたい。 

 自治会を地縁団体として活用する方
法や近隣の住民へ購入の働きかけなど
の方法はある。 

6 危険空き家の所有者等が不明な場合
に、行政が強制撤去（行政代執行の相
手が不在）することについて、条例で
規定すれば可能となるかご教示いただ
きたい。 

 制度上は可能であるが、実際には代
執行に係る費用回収が困難であるとい
うリスクは認識しておく必要がある。 

7 危険空き家について、固定資産税の
軽減措置を対象外にする動きがある
が、市町村の条例の中に、その旨を盛
り込むことは可能かご教示いただきた
い。 

 固定資産税課税標準特例の前提とな
る「居住の用」の解釈を見直した事例、
解体後一定期間の課税標準特例を設け
ている事例、跡地活用を条件に課税標
準特例を設けている事例がある。 
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３）空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

① 空き家相談事例集の作成 

平成 25 年度事業で作成した「空き家相談ガイドブック」を相談窓口へ配布するとともに、

相談事例を（公財）鹿児島県住宅・建築総合センターのホームページに掲載しました。 

また、今年度の「空き家セミナー」と相談窓口で得られた相談事例（一次相談窓口へ行っ

たアンケートによる）に空き家の相続・贈与に関するものが多かったことから、これを新た

に追記した「空き家相談ガイドブック（改訂版）」を取りまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9：空き家相談ガイドブック（改訂版）［空き家相談対応の流れ］ 
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図 10：空き家相談ガイドブック（改訂版）［空き家に関する相談事例（Ｑ＆Ａ）①］ 

図 11：空き家相談ガイドブック（改訂版）［空き家に関する相談事例（Ｑ＆Ａ）②］ 
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図 12：空き家相談ガイドブック（改訂版）［空き家に関する相談事例（Ｑ＆Ａ）③］ 

図 13：空き家相談ガイドブック（改訂版）［空き家に関する相談事例（Ｑ＆Ａ）④・専門相談窓口一覧表①］ 
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図 14：空き家相談ガイドブック（改訂版）［空き家に関する専門相談窓口一覧表②］ 

図 15：空き家相談ガイドブック（改訂版）［空き家に対策に係る自治体の相談窓口・相談シート］ 
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４）相談事業の実施 

① 空き家相談ネットワークによる相談対応 

市町村を一次相談窓口、関係団体等を専門相談窓口とし、一次相談窓口で一般的な相談に

対応するとともに、より高度な（専門性の高い）相談については、専門相談窓口へ取り次ぎ

ました。 

なお、年度当初、一次相談窓口が 25、専門相談窓口が 17でしたが、県からの窓口設置の要

請等を受け、一次相談窓口が 33（近日中に設置予定を含む）、専門相談窓口が 18 となりまし

た。 

また、「広域相談窓口」を県及び（公財）鹿児島県住宅・建築総合センターに設け、「一次

相談窓口」の未設置市町村における相談や複合的な相談に対応しました。 

「一次相談窓口」担当者研修会を受け、「一次相談窓口」と「専門相談窓口」が連携した相

談対応を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相談会の実施 

 「空き家セミナー」において、維持管理・法律・

相続・税・土地家屋・不動産の分野別にブースを

設け、各分野の専門家による相談会を開催しまし

た。（相談件数：延べ 53件（3日間）） 

 

 

 

 

 

 

 

図 16：空き家相談の体制 

写真 3：相談会（空き家セミナー） 
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③ 窓口の周知 

 平成 25年度の本事業により作成した「県民向け周知用リーフレット」を市町村窓口や

住生活月間イベント等を通じて配布するともに、新聞等への掲載により周知を図りまし

た。なお、10,000 部作成した「県民向け周知用リーフレット」は在庫が無くなったため、

増刷しました。 

 また、相談窓口が増えたことなどから、「県民向け周知用リーフレット」の改訂版を作

成し、市町村窓口を通じて県民へ配布しました。 

併せて、県の広報誌やホームページにも相談窓口を掲載し、周知を図りました。 

これらの周知が奏功して多くの空き家相談が寄せられることにつながりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の部署を相談窓口としている市町村では電話交換が相談の概要を確認した後、適

切な相談窓口（部署）へ取り次いでいます。 

なお、相談窓口等を知った方法としては、「事業主体等のホームページ」、「都道府県、

市町村の広報誌」が多いですが、特に相談窓口の有無を確認しないまま、取りあえず市

町村に相談しているケースや自治会長（町内会長）等からの紹介によるケースも多くな

っています。（「表 6 相談者が相談窓口等を知った方法」の「その他」に分類） 

 

図 17：周知用リーフレット（改訂版）① 
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表 6：相談者が相談窓口等を知った方法 

集計開始時期：平成 26年 4 月 1日 

 

相談者 

の内訳 

具体的な方法 

事業主

体等の

ホーム

ページ 

窓口周

知チラ

シ、パ

ンフレ

ット 

都道府

県・市

町村の

広報誌 

都道府

県・市

町村窓

口から

の紹介 

連携団

体から

の紹介 

開催し

た空き

家セミ

ナー、

勉強会

等 

新聞・

雑誌・

テレビ

等のメ

ディア

情報 

その他
※1 

合計 

相

談

窓

口 

都道府県

内在住者 
164 34 193 62 3 2 5 411 874 

都道府県

外在住者 
145 7 80 25 1 2 10 145 415 

計 309 41 273 87 4 4 15 556 1,289 

出

前

相

談

会

等 

都道府県

内在住者 
0 0 0 0 0 37 0 0 37 

都道府県

外在住者 
3 0 0 0 1 9 0 0 13 

計 3 0 0 0 1 46 0 0 50 

 

図 18：周知用リーフレット（改訂版）② 
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④ 相談実績 

 相談は 1,339 件寄せられました。相談者の属性としては空き家所有者本人からのもの

が 616 件と最も多く、次いで空き家利用希望者からのものが 451 件、空き家所有者本人

以外からのものが 272 件となっています。（「表 7 相談者及び相談内容別・相談方法別の

相談件数」参照） 

相談内容別では、賃貸に関するものが 475 件と最も多く、次いで解体に関するものが

418件となっています。（「表 6相談者及び相談内容別・相談方法別の相談件数」参照） 

また、相談窓口別では、一次相談窓口が 1,274件、広域相談窓口が 23件、専門相談窓

口が 42件となっており、一次相談窓口において対応したものがほとんどを占めています。 

なお、相談の内容は相談事例として、「空き家相談ガイドブック」に掲載しました（図

10～図 13参照）。 

 

表 7：相談者及び相談内容別・相談方法別の相談件数       集計開始時期：平成 26年 4月 1日 

 
相談方法 

電 話 メール 来 訪 相談会 その他※4 計 

空

き

家

所

有

者

本

人 

管 理 32 1 6 0 0 39 

売 買 57 4 25 1 0 87 

賃 貸 51 7 41 2 0 101 

解 体 106 2 172 0 0 280 

上記以外※2 41 0 26 9 0 76 

複 合※3 7 2 5 19 0 33 

小 計 294 16 275 31 0 616 

所

有

者

本

人

以

外 
※1 

管 理 53 1 21 1 2 78 

売 買 2 0 2 0 0 4 

賃 貸 16 0 7 0 0 23 

解 体 57 0 80 0 0 137 

上記以外※2 0 0 20 2 0 22 

複 合※3 4 1 1 2 0 8 

小 計 132 2 131 5 2 272 

空

き

家

利

用

希

望

者 

管 理 0 0 1 0 0 1 

売 買 29 12 35 0 0 76 

賃 貸 183 31 125 7 5 351 

解 体 1 0 0 0 0 1 

上記以外※2 1 0 3 0 0 4 

複 合※3 5 3 5 4 1 18 

小 計 219 46 169 11 6 451 

合 

 

計 

管 理 85 2 28 1 2 118 

売 買 88 16 62 1 0 167 

賃 貸 250 38 173 9 5 475 

解 体 164 2 252 0 0 418 

上記以外※2 42 0 49 11 0 102 

複 合※3 16 6 11 25 1 59 

計 645 64 575 47 8 1,339 

※1：空き家所有者の親族や、成年後見人など空き家所有者の空き家の管理業務に密接に関係している者 
※2：相続や税相談など、空き家の管理、売買、賃貸、解体以外の相談 
※3：空き家の管理のみの相談ではなく、例えば将来の売買相談とそれまでの管理相談など、複数の項目に係る相

談。 
※4：電話、メール、来訪、相談会以外の相談方法 

16 

 



 ５）空き家等の所有者以外も対象とした空き家等の適正管理等の一般化・普及・啓発 

① 空き家セミナーの開催 

 空き家の適正管理の必要性を周知するため、維持管理・法律・相続・税・土地家屋・

不動産の専門家が相談にあたる相談会と空き家対策の先駆者による講演会、専門相談窓

口設置団体等の活動内容紹介（情報展示）で構成される「空き家セミナー」を鹿児島市

（県都）及び霧島市（地方都市）で開催しました。 

 なお、「社会資産としての空き家の有効活用」の視点から鹿児島会場では活用を、「所

有者の責務としての空き家の適正管理」の視点から霧島会場では維持管理を講演のテー

マに選定しました。 

 また、情報展示では市町村の空き家対策に関する施策（空き家バンク設置・空き家条

例制定・空き家改修補助・空き家除却補助）パネル（図 7 参照）や適正管理普及啓発パ

ネル（図 21参照）を展示しました。 

 

・開催概要 

会 場 名 鹿児島会場 霧島会場 

開 催 日 平成 26年 10月 24日～26日 
※相談会は 10/25･26、講演会は 10/26 のみ  

平成 26年 11月 30日 

講演会来場者 76名 72名 

開催周知法 ・ 関係団体を通じたチラシ配布 
・ コミュニティ新聞広告 
・ 後援メディアによる開催告知 

・ 関係団体を通じたチラシ配布 
・ コミュニティ新聞広告 
・ 後援メディアによる開催告知 
・ 霧島市広報誌掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19：空き家セミナー（案内チラシ：鹿児島会場） 写真 4：空き家セミナー（鹿児島会場）［相談会］ 

 

写真 5：空き家セミナー（鹿児島会場）［講演会］ 

 

写真 6：空き家セミナー（鹿児島会場）［情報展示］ 
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図 20：空き家セミナー（霧島会場）概要 

（案内チラシ） 

写真 7：空き家セミナー（霧島会場）［相談会］ 

 

図 21：「空き家セミナー」展示パネル 
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２．事後評価 

住民に身近な市町村と連携した相談ネットワークの構築により、約 1,300 の相談に対応できたこと

は大きな成果でした。相談対応にあたっての活用を期待した「空き家相談ガイドブック」は、一次相

談窓口から「有効だった」と評価を受けています。 

また、当初、県下 43市町村のうち、25の「一次相談窓口」と 17の「専門相談窓口」のネットワー

クでスタートしましたが、空き家対策に係る社会的要請などを受け、新たに 8 市町村に「一次相談窓

口」が設置されました（近日中に設置含む）。少しずつとはいえ、着実に空き家相談サービスの展開が

拡大していることから、一定の成果があったと考えられます。空き家対策を喫緊の課題としてとらえ、

取組みの必要性を感じている市町村は多く、弁護士を講師に招いた一次相談窓口担当者研修会でも闊

達な意見交換がなされました。今後も定期的な同様の研修会の開催が必要と考えます。 

さらに、懸案であった空き家管理の担い手についても公的団体のみならず、民間事業者においても

自発的にサービスの提供が開始されたことから、ビジネスモデルとしての行方を注視するともに、そ

の水平展開についても検討が必要だと考えます。 

 

３．今後の課題 

空き家相談体制の整備は、空き家対策の第一歩ですが、これだけでは空き家問題の解決にはなりま

せん。このため、鹿児島県では鹿児島県建築・住宅行政連絡協議会を主体として、現在、市町村向け

の「空き家関連施策事例集」を作成するとともに、空き家協議会や地域会議の設置を計画されていま

す。空き家相談対応の中で得られた情報をもとに、行政と民間を交えた今後の施策展開へ確実につな

げていくことが空き家問題解決の糸口になると考えられます。 

また、空き家相談のほとんどは一次相談窓口に寄せられていることから、継続して相談体制の整備

と一次相談窓口担当者研修会などのスキルアップを図っていくことが必要と考えています。このよう

なことを踏まえ、国からの支援は本年度で終了しますが、広域相談窓口として、可能な範囲での一次

相談窓口支援が求められます。 

さらに、「空き家相談ガイドブック」は「空家等対策の推進に関する特別措置法」の公布・一部施行

を受けた「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」の内容が反映さ

れていません。このため、掲載内容の充実を図るとともに、一部についてＱ＆Ａを見直す必要があり

ます。 

 

４．今後の展開 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の公布・一部施行を受け、国土交通大臣及び総務大臣に

より定められた「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」によると、

相談体制の整備にあたっては「一般的な相談はまず市町村において対応した上で、専門的な相談につ

いては専門家の団体と連携して対応するものとすることも考えられる」と示されています。 

今回の取組みの拡充が求められているとも考えられることから、全ての市町村（県下 43市町村）に

おいて「一次相談窓口」が開設されるよう働きかけを行っていくとともに、「専門相談窓口」の充実も

図っていきます。 

また、今後、市町村において取組みが進められていくと思料される「空家等対策計画」の作成や「協

議会」の組織化について、空き家相談を通じて得られた情報の提供などの支援を行っていくことも考

えられます。 
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■事業主体概要・担当者名 

設立時期 昭和 44 年 2 月 1 日 

代表者名 理事長 若松 隆雄 

連絡先担当者名 新福 剛 

連絡先 
住所 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町 16 番 228 号 

電話 099-224-4543 

ホームページ http://www.kjc.or.jp/ 
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